
  

 

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ９ 日  策 定 

令 和  ２ 年 ４ 月  １ 日  改 訂 

令 和  ８ 年 ４ 月  １ 日  改 訂 

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課 

国 土 交 通 省 港 湾 局 海 洋 ・ 環 境 課 

 

洋上風力発電設備の設置を目的とする 

風況、海底地質等のデータ取得のための調査について 

 

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律（平成 30年法律第 89号）

に基づき経済産業大臣及び国土交通大臣が行う区域の状況調査並びに事業者が行

う区域の状況調査について、整合性を図り一体的に実施することは、長期的、安定的

かつ効率的な区域の指定及び洋上風力発電事業の実施を可能とし、国民及び事業

者の利益に資することとなる。 

同法第３条、第５条、第７条、第８条及び第９条において、国、関係地方公共団体、

海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者は、相互に連携を

図りながら協力するよう努めなければならないなどと規定されている。 

これらを踏まえ、事業者は、洋上風力発電設備の設置を目的として風況、海底地

質等のデータ取得のための調査を実施しようとするときは、調査の安全かつ効率的

な実施や調査及び取得データの信頼性、継続性等を確保するため、その調査の内容

及び方法等について経済産業大臣及び国土交通大臣に遅くとも調査開始の３か月

前までに届け出るものとする。ただし、外国船舶による我が国領海等における海洋

調査等に対する日本政府の同意に係る手続きについて（関係府省庁申合せ）（令

和２年４月１日）を踏まえて当該調査に係る同意届出書を資源エネルギー庁省エ

ネルギー・新エネルギー部新エネルギー課及び国土交通省港湾局海洋・環境課を通

じて提出したものについては、本通知を踏まえて届け出たものとみなす。また、関

係地方公共団体は当該調査に係る許可等の申請等の情報を得た場合は、これに係

る情報を経済産業大臣及び国土交通大臣に情報共有するものとする。 

経済産業大臣及び国土交通大臣は、当該調査の内容及び方法等について、区域

の指定の観点から、事業者に対し、必要に応じて助言するものとする。 

事業者や関係地方公共団体が事前に国への届け出等を行う範囲等は次のとおり

とする。 

 

 

 



１．事業者からの事前届出について 

（１）調査の範囲 

・洋上風力発電の設置を目的とした風況及び海底地質調査等の海域において

行う調査のすべて 

 

（２）事前届出の内容 

・調査を行う区域、計画上の事業規模、調査理由・体制、内容・方法、スケジュ

ール 

 

（３）提出期限 

  ・上記（２）の内容が固まり次第、速やかに提出 （なお、調査開始の３か月前に

確定していない場合は、その時点の案を届け出るものとする。） 

 

（４）変更の届出 

  ・届出内容に変更があった場合（未確定であった箇所が確定した場合も含む）に

は、速やかに変更届出を提出するものとする（なお、経済産業大臣及び国土

交通大臣が必要に応じて助言を行う観点から、その他行政機関に対して海域

調査の許可申請や届出等を行う前に、可能な限り余裕をもって変更届出を提

出するものとする）。 

（※）ただし、外国船舶による我が国領海等における海洋調査等に対する日本政

府の同意に係る手続きについて（関係府省庁申合せ）（令和２年４月１日）

を踏まえて当該調査に係る同意届出変更書を資源エネルギー庁省エネルギ

ー・新エネルギー部新エネルギー課及び国土交通省港湾局海洋・環境課を通

じて提出したものについては、本通知を踏まえて当該変更に係る届出を行

ったものとみなす。 

 

（５）様式 

・別添のとおり 

 

（６）提出先 

・「別添」に必要事項を記入し、下記の宛先・アドレス宛に電子メールで送付 

【宛名】 

経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー課 

国土交通省港湾局海洋・環境課「海洋再エネ整備法制度」担当 宛  

【メールアドレス】 

（経済産業省）bzl-youzyou-saiene@meti.go.jp 



（国土交通省）hqt-kouwankaiyoutyousa@gxb.mlit.go.jp 

※件名に、「洋上風力発電設備の設置を目的とする風況、海底地質等のデータ

取得のための調査について」と記載。 

※電子メールの提出が難しい場合は、下記住所まで郵送可（期限必着） 

住所：〒100-8931東京都千代田区霞が関 1-3-1 

（経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー課） 

   〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 

（国土交通省港湾局海洋・環境課） 

 

 

２．関係地方公共団体からの情報共有について 

（１）情報共有する許認可等の範囲 

・洋上風力発電の設置を目的とした風況及び海底地質調査等の海域において

行う調査に関する許認可等（届出を含む） 

   

（２）情報共有の内容 

  ・許認可等に係る情報（例えば、許可等を申請した事業者名、許可等の内容） 

 

（３）様式は自由とする。 

 

（４）提出先 

  ・同上 

 

  



（参考） 

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律（平成 30年法律第 89号）の関連条文 

 

第三条 

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の

海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨とし

て、国、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行

われなければならない。 

 

第五条 

海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当

たり、漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との

調和に配慮するとともに、国が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策

に協力するよう努めなければならない。 

 

第七条 

関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再

生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する

施策を推進するよう努めなければならない。 

 

第八条 

海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第五条に定めるもののほか、関係地方公共団

体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の

利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

第九条 

国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者は、

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用が促進さ

れるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 


